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社会福祉法人直方市社会福祉協議会 役員名簿（令和 6 年 3 月 16 日現在） 

 

 

任 期    令和 5年開催の定時評議員会において選任された時から令和 7年開催の 

定時評議員会終結の時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名 氏 名 
選出 

区分 
団体、役職等 

会 長 一尾 泰嗣 （９） セトル（株） 代表取締役社長 

副会長 西嶋 敏弘 （２） 直方市シニアクラブ連合会  会長 

副会長 中村 愼介 （１） 感田校区社会福祉協議会  会長 

理 事 宗廣 壽美子 （３） 
直方市ボランティア連絡協議会 

（認知症の人と家族の会直方  世話人代表） 

理 事 中西 正信 （３） 障がい者問題を考える直方市連絡会議 事務局長 

理 事 志鶴 隆俊 （４） 直方市民生委員児童委員協議会  副会長 

理 事 吉  和敏 （４） 直方市民生委員児童委員協議会  副会長 

理 事 池田  勇 （５） 直方市保育協会  副会長 

理 事 村津 正祐 （７） 直方市役所 市民部長 

理 事 向野 康江 （８） 直方文化連盟 理事 

理 事 渡辺 幸一 （９） 直方市議会 副議長 

役職名 氏 名 選出理由 団体、役職等 

監 事 毛利 隆徳 財務管理について識見を有する者 
九州北部税理士会 

直方支部 監事 

監 事 丹下 優子 社会福祉事業について識見を有する者 

直鞍地区障がい者基幹

相談支援センター 

かのん センター長 
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社会福祉法人直方市社会福祉協議会 評議員名簿（令和 6 年 3 月 16 日現在） 

 

 

任 期    令和 3年 6月 9日から令和 7年開催の定時評議員会終結の時まで 

                   （ただし就任日は、令和 3年 7月 31日） 

 

 

氏 名 
選出 

区分 
団体、役職等 

仲野  照明 （１） 直方市自治区公民館連合会  理事 

小林  貞夫 （１） 直方市自治区公民館連合会  理事 

金本  曉幸 （１） 直方市自治区公民館連合会  副会長 

菊地  久徳 （２） 直方市身体障害者福祉協会  会長 

髙木  英一 （２） 直方市シニアクラブ連合会  事務局長 

大久保 裕子 （３） 
直方市ボランティア連絡協議会 

（障害者の住みよい風土づくりをすすめる会 代表） 

中村 敬子 （３） 
直方市ボランティア連絡協議会 

（NPO 法人子育てなかま 専務理事） 

上本  敏美 （３） 
障がい者問題を考える直方市連絡会議 

（高橋内科クリニック腎臓病患者の会） 

廣津  輝男 （３） 
障がい者問題を考える直方市連絡会議 

（直鞍地域精神障害者家族会なおみの会 理事） 

細田  照美 （４） 直方市民生委員児童委員協議会  東校区会長 

千々岩 良積 （４） 直方市民生委員児童委員協議会  下境校区会長 

井手上 稔弘 （５） 特別養護老人ホーム長光園  施設長 

吉田  廣幸 （５） 社会福祉法人友愛会  理事長 

安永  秀子 （５） 直方人権擁護委員協議会  副会長 

壬生 みどり （５） 直方保護区保護司会  

山村  裕恵 （５） 直方市更生保護女性会  理事 

加藤 陽子 （６） 直方市教育委員会  こども育成課長 
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理事及び評議員の候補者 選出区分 

 

 

 

新山  秀昭 （６） 一般社団法人 直方鞍手医師会  会員 

園田 三千夫 （６） 一般社団法人 直方歯科医師会  顧問 

中村  純一 （６） 一般社団法人 直方鞍手薬剤師会  理事 

貞末  太一郎 （８） 直方商工会議所 副会頭 

飯野  健志 （８） 一般社団法人 直方青年会議所 

渡邉   学 （８） 直方ライオンズクラブ  

岡松  誠二 （９） 直方市議会議員 

大西   良 （９） 筑紫女学園大学  准教授 

選  出  区  分 理 事 評議員 

(１) 住民組織/地区(校区)社会福祉協議会､住民自治組織等  ３ 名 ３ 名 

(２) 当事者等の組織/老人クラブ､障害者団体､介護者の会等 １ 名 ２ 名 

(３) 社会福祉に関する活動を行う団体/ボランティア団体､農協､生協等 ２ 名 ４ 名 

(４) 民生委員･児童委員またはその組織 ２ 名 ２ 名 

(５) 事業者関係/社会福祉施設･社会福祉関係団体､更生保護事業施設･更

生保護事業団体､福祉(介護･保育)サービス事業者      
１ 名 ５ 名 

(６) 保健･医療､教育等の関係機関･団体/医師会､医療･保健機関､学校､教

育委員会等 
― ４ 名 

(７) 社会福祉行政機関 １ 名 ― 

(８) 地域福祉推進に必要な地域の主要な諸団体・まちづくり､住宅､環境､

労働､経済団体等 
１ 名 ３ 名 

(９) その他/学識経験者(社会福祉､法務､税務､事業経営等の専門家) ２ 名 ２ 名 

合       計 １３名 ２５名 


